
提供するサービスの料金とその利用料について 

介護報酬の告示上の金額（大阪市域摘要額）とします。 

○処遇改善加算２４．５％,が加算された金額です。 

○訪問介護員が２人派遣になる場合は、上記利用料は２倍になります。 

○利用者の具体的な利用料については負担割合に応じた利用料になります。 

「契約書別紙」に記載しているとおりです。 

○提供時間数は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画に定 

める時間数によるものとします。 

 

 

 

区 

分 

提供時間 

 

身体３０分未満 身体３０分以上 

１時間未満 

身体１時間以上 

１時間３０分未満 

 

時間帯 
料金 利用料 料金 利用料 料金 利用料 

身

体 

介

護 

昼間 3714円 372円 5893円 590円 8640円 864円 

早朝・夜間 4648円 465円 7361円 737円 10797円 1080円 

 

区 

分 

提供時間帯   
生活２０分以上

45分未満 
生活 45分以上 

 

時間帯 
  料金 利用料 料金 利用料 

生

活 

援

助 

昼間   2724円 273円 3347円 335円 

早朝・夜間   3402円 341円 4192円 420円 

 

区 

分 

提供時間帯 
身体１生活２０分 

以上４５分未満 

身体１生活４５分 

以上７０分未満 

身体１生活７０分 

以上 

 

時間帯 
料金 利用料 料金 利用料 料金 利用料 

身

体 

生

活 

昼間 4703円 471円 5693円 570円 6683円 669円 

早朝・夜間 5882円 589円 7127円 713円 8362円 837円 

 



【介護予防型】 

2）提供するサービスの料金とその利用料について 

 介護報酬の告示上の金額（大阪市域摘要額）とします。（月額） 

区   分 要介護度 料金 利用料１割  

訪問型独自サービスⅠ 要支援 1・2 16279円 1,628円  

訪問型独自サービスⅡ 要支援 1・2 32526円 3253円  

訪問型独自サービスⅢ 要支援 2 51596円 5160円  

○上記の金額は処遇改善加算２４．５％を加算した金額です。 

 

【生活援助型】 

2）提供するサービスの料金とその利用料について 

 介護報酬の告示上の金額（大阪市域摘要額）とします。（月額） 

区   分 料金 利用料１割  

訪問型独自サービスⅠ/２ １２，２９８円 １，２３０円  

訪問型独自サービスⅡ/２ ２４，５６４円 ２，４５７円  

訪問型独自サービスⅢ/２ ３８，９７５円 ３，８９８円  

○上記の金額は処遇改善加算２４．５％を加算した金額です。 

 


